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大臣官房　秘書課

大臣官房　文書課

日本銀行

大臣官房審議官

（危機管理）

又は

財務省国民保護

対策本部（財務

省緊急対処事態

対策本部）

武力攻撃事態対

処法第10条第1項

に規定する政府

の事態対策本部

（同法第23条第1

項に規定する緊

急対処事態本

部）

事務次官

大臣官房長

大臣官房  会計課

武力攻撃事態等緊急時における情報伝達経路図

財務事務所
財務事務所出張所

財務（支）局出張所
大臣官房　地方課 財務(支)局

大臣官房　総合政策課

支署の出張所又は監視署関税局　　総務課 税関、沖縄地区税関

理財局　　総務課

各秘書官

大臣

副大臣

大臣政務官

税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署

国際局　　総務課

大臣官房　政策金融課

大臣官房　信用機構課

主計局　　総務課

主税局　　総務課

警報の通知等

国税庁長官官房総務課 国税局及び沖縄国税事務所 税務署

財務総合政策研究所　総務室

財務省会計センター　総務室


